
The Judges’ Journal, Volume 62, Number 4, Fall 2023.より仮訳 

1 

気候変動に関する権利の時宜を得た法的認識と保護
マイケル・ウィルソン（元）ハワイ最高裁判所副判事 著

裁判官は正義(justice)を実現する役割を担
っている。同様に法の支配が裁判官が正義を実
現するための力であることも明らかである。しかし、
歴史的に特権から生まれる不正義(injustice)
が、裁判官による法の支配の公正な適用を阻む
障害となってきたことは疑いようがない。裁判官と
なろうとしてきた男性・女性は、ひとたび選出される
と、強力な特別利益団体によって引き起こされる
システム的な不正義を終わらせるために必要な法
の支配を適用する独立性を発揮する能力が不足
している可能性がある。明らかに、法の支配が不
正義に追いつけるようになるには、時間を要する。

現在の気候非常事態は、不正義に対処する
ための法の支配が歴史的に徐々に発展してきたこ
とを根底から覆すものである。気候非常事態に直
面するなか、裁判官には生命を維持できる気候に
対する市民の権利を守るために法の支配を適用

する時間はほとんど残されていないーおそらく７年
―。 

前例にないほどに司法の独立が欠落すれば、気候
不正義は継続、悪化し、環境破壊が連鎖的に
進むように、法の支配の崩壊を引き起こすことに
なる。今、世界の司法の前には、生命を維持す
る気候の破壊という歴史上最大の世代間の不
正義が立ちはだかっている。 

裁判所による司法判断の歴史的遅延

歴史的に見ても、我が国の歴史において極めて重
要な時期に、裁判所は司法判断を先送りにして
きた。農業が経済基盤だった時代、農作業を担う
人間の売買は合憲とされた。工業が経済基盤と
なると、児童労働は製造業に不可欠であるとみな
され、児童の労働条件を規制することは違憲とさ
れた。男性裁判官が当初、女性の選挙権を認め
なかったことはよく知られている。 

結果として、裁判官が法の支配を適正に適用し
なかったことで、奴隷制度、児童労働、および女
性の参政権はく奪から利益を得ていた集団の不
当な特権を弱体化させることを求める平等保護、
適正手続き、および社会正義の原則のより真正な
適用への道を遅らせてきた。 
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現在、世界の司法が直面している最も困難な問
題は、人類史上最大の世代間不正義、すなわち
生命を維持する気候に対する将来世代の権利・
利益の認識ある(knowing)侵害である。 

 
環境における法の支配違反による生存への脅威 

 
2015年のパリ協定で、2カ国を除く世界のすべての
国が、差し迫った環境災害について一致した警鐘を
鳴らしたが、無視されてきた。193カ国と欧州連合
（EU）が、産業革命前からの地球温暖化が
1.5℃に達すれば人類の存続を脅かす環境破壊が
起こる可能性が高いとの宣言は予言的であったことが
証明されている。現在、地球温暖化が約1.2℃という
危険なレベルに達しているのは、2014年（原文
2015年）に国連気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）が発表した深刻な警告を無視してきた結
果である。大気中の二酸化炭素（CO2）濃度
は、少なくとも過去200万年では最高値、そしてお
そらく過去300万年でも最高値を記録しており、緊
急事態が迫っている。現在、大気中には約420 
ppmのCO2が存在し、地球温暖化を1℃未満に
抑えるための目標とされた350 ppmを70 ppm上
回っている。化石燃料由来の世界のCO2排出量

は、1990年に国際的な気候変動交渉が開始され
たときと比べ、2021年には63％増加した。温室効
果ガス（GHG）排出量が現状レベルで続くようで
あれば、地球温暖化は約10年後に1.5℃に達する
と見込まれている。2021年12月、国連事務総長
は、1.5℃の地球温暖化が人類文明にもたらす被
害は、COVID-19パンデミックによる人的被害と経
済的大惨事をはるかに上回るだろうと警告している。
アントニオ・グテーレス事務総長は、気候変動は環
境と人間社会にとって「人類がこれまでに経験したこと
の中で最も大きな脅威」1であると述べている。2022
年11月に開催された国連気候変動枠組条約会議
で、グテーレス事務総長は、100人以上の王室関

係者、大統領、首相らに対して、「私たちは、アクセ
ルを踏んだまま、気候変動地獄へと向かう高
速道路を走っている」と警告した2。 

1.5℃の地球温暖化がもたらす地獄は、ま
もなくさらに悪化するだろう。現状の政策では、
地球の温度は今世紀中に2.6℃から2.9℃
（最も可能性が高いのは2.7℃）まで上昇す
ると予測されている。各国が約束した温室効果
ガス排出削減が実施されれば、上昇は約2.4℃に

抑えられるが、現在の温室効果ガス排出状況が続い
た場合、今世紀末には地球の大気は4.8℃上昇す
る3。4.8℃気温上昇による影響は、法の支配の崩
壊、世界経済の終焉、そして大規模な人口減少をも
たらすだろう。 
 
 

気候変動は、世界の裁

判官が直面する最も重

要な問題である。 
 

この記事の読者は、人為起源の温室効果
ガス（GHG）排出量の増加による地球の温
暖化が既に環境被害を知っておくべきだ。例え
ば、アメリカ西部、カナダ、ヨーロッパ、高緯度北
極圏、オーストラリアにおける壊滅的な規模の火
災；フロリダ州で海水温が100℉（約38℃）を
超える異常な事態を観測；この夏のフロリダから
コロンビアにかけて分布するサンゴ礁の前例のない
白化；人為的な地球温暖化がなければ起こり
えない頻度と強度で発生する大気と海洋の温暖
化（熱波の発生）とそれに伴う人間の死亡と海
洋生物の死滅；さらに、「水爆弾」とも称される巨
大な破壊力を伴う大規模豪雨による被害の数々。

例としては、再建に1年を要するほどのカウアイ島
北側の洪水被害；ハリケーン・サンディによるニュー
ヨーク市の壊滅的な洪水；人を死に至らしめる
115℉（華氏）以上を記録したフェニックスでの
前代未聞の高温；パキスタンの3分の1を冠水さ
せた壊滅的な洪水；ツバルとキリバスのほぼ全人
口が移住を余儀なくされる海面上昇；世界中の
山岳地帯の氷河の壊滅的な消滅と水資源の喪
失；継続的に100℉を超える高温にさらされる上
に家屋浸水から逃れることができない貧困層の子
供たちの死亡数の急増などが挙げられる。最近で
は、地球温暖化に起因する山火事で、ハワイの主
要都市のひとつであるラハイナが完全に消滅した。
死亡者は約100人におよび、数千棟の建物が破
壊された。この災害における人為起源による温室
効果ガスの排出量の影響は、現在も評価中であ
る。 

ブラジル最高裁判所のアントニオ・ベンジャミ

ン裁判官が述べているように、気候変動は世界
の裁判官が直面する最も重要な問題である。
従来型の国際的、国家的、準国 家的 な統治
システムや民間部門が、気候変動による破壊から

将来世代を守ることに失敗していることは、広範な
制度的不正義を防げなかった過去の失敗を想起さ
せる。今日の若者たち、そして将来世代は、奴隷
や工場で搾取された子どもたち（児童労働）、抑
圧された女性たち、そして広範囲な制度的不正
義に法の支配を適用しようとした多くの先人たちが
歩んできた道をたどっている。しかしこの道は、強力な
民間経済団体－化石燃料エネルギー産業、そのロ
ビイストたち、きわめて高額な報酬を受け取っている

弁護士集団―からの反対に直面する困難な道で
ある。国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル
事務局長によれば、2022年のエネルギー産業全
体の利益は4兆ドルで、最近の年間平均1.5兆ド
ルの2倍以上である4。 

何十億ドルもの利益、何億ドルもの政府補助
金、そして協力的な科学者たちを擁するエネルギー
産業と関連資金を管理する企業や団体は、米国
の若者や自治体からなる市民団体（コミュニテ

ィ）、が、自分たちの未来を左右する、わかってい
る環境破壊から自分たちを守るために、法の支配
の適用を求める動きに対して、強力な対抗勢力と
なっている。 

生命維持可能な気候に対する権利を侵害す
る企業や団体に対し、将来世代や先住民が米国

の連邦裁判所に提出した救済請求は、ほとんどが
却下されてきた。他国には、生命維持可能な環境
をわかりながら破壊することによって被る損害からの
保護を求める請求に対して、法の支配を適用する
との司法判断も出ているが5、米国の連邦裁判所
は、これまで憲法上の権利である生命維持可能な
気候に対する憲法上の権利を侵害するとして、有
害なレベルの温室効果ガス（GHG）を故意に排
出したとする請求に対して、法の支配を適用する責
任を放棄してきた。 

連邦裁判所が、将来世代に居住可能な地球
を残す責任を放棄した最も顕著な例として、若者
原告の生命を維持できる安定した気候を享受する
実質的な適正手続き（デュー・プロセス）の権利
を認めたオレゴン州連邦地裁の判決を破棄した連
邦裁判所第9巡回区控訴裁判所の判断が挙げら
れる6。ジュリアナ訴訟において連邦地裁は、他国に
おける気候に関する請求への環境法の原則の適用

と同様の判断の中で、「連邦裁判所は、環境法の
分野では慎重かつ配慮し過ぎた判断を示し、世界
はその代償を払ってきた」7と説明している。地方裁
判所の懸念は、第9巡回控訴裁判所における3人
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の判事からなる合議で、多数決により2人の判断
で覆されたことで、予見的であったことが明らかにな
った8。多数派は、若者原告が連邦政府に対して
提起した適正手続権と公共信託による請求を、
司法の場において気候危機に対する特定の救済
策を適用するには複雑すぎ、原告には原告適格
がないとの政府の主張を受け入れて棄却した。多
数派によれば、「裁判所が、原告が求める救済計
画を命令し、設計、監督、または実施することは第

3条（Article III）の権限を越える」とした。それら
を実行するには「化石燃料による排出を減らし、気
候変動に対処するための包括的な計画」が必要で
あるとしている9。」多数派は軽率にも、若年原告
の請求を却下する前に、彼らが直面する脅威が
米国政府によって引き起こされたことを認めた。 

 
1960年代半ば、私たちは  「破滅の前
夜にいる」と警告する流行歌があった。
気候訴訟の原告は、気候変動が破滅
に近づいていることを示す、説得力のある
証拠を提示している。連邦政府が、化石
燃料の使用が壊滅的な気候変動を引
き起こす可能性があることを知りながら、
長い間、化石燃料の使用を推進してき
たことを示す十分な証拠がある。さらに、
既存の政策を変更しないことは、環境の
破滅を早める可能性があることも示され

ている10。 

 
ジョセフィン・スタットン（Josephine Staton）

判事は反対意見で、ジュリアナ訴訟において、人間
の生命を維持できる安定した気候に対する権利
をわかりながら脅かす行為について、若者が国を相
手取って請求を提起することはできないとする前提
を厳しく批判した 11。スタットン判事が説明したよう
に、生命を維持できる気候システムに対する権利
を侵害する請求は裁判所によって救済可能であ

る。政府に気候システムの安定性を確保するため
に必要な量の温室効果ガス（GHG）の排出量
を削減するよう求める対応策は、司法審査の対象
外として司法の判断を無視した救済ではない。スタ
ットン判事は、多数派が合衆国憲法は原告の被害
に対する救済を規定していないと主張した点に対し
て反論している。 

 
私たちの歴史は、広くみられるように、政

府機能の計画的な変化は司法機関の
憲法に忠実な関与によるものである。
裁判所は、例えば、憲法の残酷かつ異
常な刑罰の禁止を掲げて、全米で最も
人口の多い州の刑務所制度の抜本的
な点検を命じた。ブラウン対プラタ裁判 
Brown v. Plata,563 U.S. 493, 
511, 131 S. Ct. 1910、179 L. 
Ed.2d 969 (2011)（「裁判所は、

救済措置が刑務所の管理領域への介
入を伴うという理由だけで、憲法違反が
継続することを許してはならない。」）。
さらに、最も輝かしい瞬間だが、裁判所
は、国内の全ての公立学校（州及び
連邦）に人種統合を義務付け、憲法
が保障する法の下の平等な保護を擁
護した。ブラウン対教育委員会事件 
Brown v. Bd. of Educ.（Brown 
I）, 347 U.S. 483, 74 S. Ct. 
686, 98を参照。L.Ed.873 (1954); 
Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497, 
74 S. Ct. 693, 98 S. Ed. 
L.Ed.884 (1954). 最高裁は、救
済策を講じるには隔離を助長する数千
もの州および地方の政策を個別に検討
する必要があるという事実について明確
な関心を示さなかった。むしろ、最高裁

は全会一致で、司法は、関係する多く
の公共の利益・・・を十分に考慮しなが
ら、時間をかけて差別を解消する努力を
続けることができるとした。 

 

本件における原告による「計画」の請求
は、新奇なものでも、司法的に認められ
ないものでもない。むしろ、当裁判所の歴
史的実務と整合しており、原告らの請求
は、何十年にもわたる制度化された違反
を是正するには時間がかかる可能性があ
ることを認識したものである。ここでも、破
滅への歩みを減速させるには、「さまざまな
障害を取り除く」必要があることは間違い
ない。これらの障害は、その数、新奇性、
規模において巨大なものであるかもしれな
いが、それらが識別可能な基準を欠いて
いるという兆候はない12。 

 
人間の生命を維持できる安定した気候に対す

る権利の侵害に対する対策とは、温室効果ガス

（GHG）の排出を削減するという明確なものであ
る。それに比べると、米国の学校における人種差別
撤廃は、より複雑な改善措置である。 

ジュリアナ訴訟の若者原告団の2人の裁判官に
よる多数意見について、全裁判官による大法廷で
の審理を求めた結果は、連邦裁判所の気候変動
に関する請求に対して敵対的な態度を示す一例で
ある。原告が求めた米国最大の連邦控訴裁判所に
おける大法廷での審理の要請は却下された13。米
国における代表的な気候変動訴訟であることに加
え14、スタットン判事の説得力のある反対意見を述

べ、ジュリアナ訴訟の合議体の3人の裁判官全員が
「後戻りできないポイント（ the point of no 
return）』に近づきつつある」15と認識していたにも
かかわらず、第9巡回区控訴裁判所はこの問題を
大法廷で審理する重要性を欠いているとした理由
について、何の見解も示されなかった16。 

第9巡回控訴裁判所は、生命を維持するため
のわかっている環境影響からの保護を求める若者
や将来世代に明確なメッセージを送った。彼らは米
国連邦裁判所に救済を求める原告適格がないとい
うものである。ジュリアナ訴訟の口頭弁論を見直すこ
とは、私の法律事務官と研修性にとって必須だった。
これは、連邦政府による生命維持のための環境の
無謀な破壊から将来世代を守るために、連邦裁

判所で法の支配の適用を求めるすべての男女に対
する、深刻かつ衝撃的なメッセージである。 

連邦裁判所が、法令に基づく環境法の原則
の適用を拒否した最近のもう一つの例は、ウェスト
バージニア州 対EPA [West Virginia v. EPA] 

17における連邦最高裁判所の多数意見である。多
数意見は、連邦環境保護庁（EPA）から、発電
所からの温室効果ガス排出を抑制するために必要
な権限および付与された権限を奪った。反対意見
は、「裁判所は本日、議会が承認した、発電所から
の二酸化炭素排出を削減するための政府機関の措
置を阻止した。これほど恐ろしいことはない。」18と述
べた。連邦裁判所での保護を求める人たちにとって
米国最高裁判所の多数派が憲法および法律上の
気候に関する権利の侵害からの救済に対して示す
今後の姿勢は、恐ろしいものとなるだろう。 

このように、「現代の（連邦）司法機関は、環
境破壊者を裁判に訴えることで法の執行が実現で
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きることはほとんどないというほど、自らを弱体化させ
てしまった」19ことは明らかである。生命維持が可能
な気候システムを故意に破壊したと主張する若者
と将来世代に対し、連邦司法機関が救済を認め
なかったという重大な失敗によって、気候法の実施
は州の司法機関に委ねられることになった20。 

ジュリアナ裁判での多数派とは異なり、ハワイ州
最高裁は、スタットン判事の言葉を借りれば「諦め
て手を上げる」21という選択はしていない。連邦司
法とは対照的に、ハワイ州最高裁は、ハワイ憲法
第9条に基づき生命維持可能な気候に対する憲
法上の権利を認めている22。これによって、州は健
全な環境を保護する権限を与えられている。 

しかし、ハワイ憲法の下でこのような権利を認
める根拠はこれだけではない。生命を維持するため
の気候システムに対する権利は、ハワイ憲法第1
条第5項の（国民の権利としての）適正手続き
条項によっても保障されており、この条項では、州
が 「法の適正な手続きなしに生命、自由、財産を
奪うこと」を禁止している。ハワイ憲法第1条第5項
は、手続き的な適正手続権と実体的適正手続
権の両方を保護するものである23。実体的適正手

続きは、「秩序ある自由の概念に内在する」24基
本的権利を保障する。   

ハワイ州の全ての裁判官の司法上の義務には、
基本的適正手続権の特定と保護が含まれる25秩

序ある自由の概念に内在する基本的権利は、憲
法に列挙されていることもあれば、列挙されていな
いこともある26。言い換えれば、「（憲法の）すばら
しいところは、私たちが自由の意味を学ぶにつれ、
将来世代が、その条文によって、すべての人の自
由を享受することができるようになることである。」27 

実体的適正手続によって権利が保護されている
かどうかを判断するには、その権利が「わが国民の
伝統と集団的良識に根ざしており、それを認めない

ことは、我が国のすべての市民的・政治的制度の
基盤を成す自由と正義の基本原則に反する」28か
どうかを調査する必要がある。「生命を維持する気
候システムは、秩序ある自由の概念に黙示的に含
まれており、「我々すべての市民的・政治的制度の
基盤」29の基盤である。 確かに、安定した気候は、
ハワイをはじめ世界中の社会と文明が存在する基
盤である30。  

最近、モンタナ州第一司法管区裁判所は、
清潔で健康的な環境（環境生命維持システ
ムの一部である気候を含む）に対する若者原

告の基本的な憲法上の権利、ひいては彼らの
尊厳、健康、安全、法の下の平等の保護、彼
らの自由そのものを保護し、確保するモンタナ州
の義務を肯定した31。裁判所は、化石燃料プ
ロジェクトにおける化石燃料による排出の影響
を州が考慮することを禁止する州法は違憲と
判断し、州法が「環境生命維持システムを劣
化から守るための十分な救済措置」を提供してい
ないと指摘した。モンタナ州憲法は、ハワイ州

憲法と同様、生命維持可能な気候システムに
対する権利を保障しており、裁判所はその保
障を具体化するための役割を担っている。ヘルド
訴訟では、裁判長は、憲法上の権利を行使する
上で司法が果たす重要な役割に言及し「本判決
は、温室効果ガス（GHG）の排出量および気
候変動への影響に基づく分析と救済措置を禁
止する法律を無効とすることにより、州の行為
に影響を与え、若者原告の損害を軽減し、さら
なる被害を抑える。」と述べている32。さらに、判決
による宣言によってモンタナ州の温室効果ガス
（GHG）排出量が削減されると、その削減量
は原告の被害の一部を軽減する効果を有する。
というのも、今日気候システムに追加的に排出さ
れるGHG排出量が、長期的な温暖化の深刻度
および原告が受ける被害の大きさに影響するから
である33。モンタナ州の環境と天然資源に対する
将来の劣化と、これらの原告の被害に影響を与

えることが可能である34。裁判所は、「二酸化炭
素の1トンごとに意味がある」とし、避けられたどの
１トンも気候危機の緩和に役立つと判断した。
ジュリアナ訴訟の被告である米国環境保護庁
（EPA）は、ヘルド対モンタナ訴訟の判決に対し
「今日の決定が世代間の責任と環境正義の先例
となり、将来世代の幸福にポジティブな影響を与え
ることを確保する」 35と述べて賛同した。 

気候変動による壊滅的な影響を防ぐ「気候変
動への効果的な対応」がなければ、「法の支配の
健全性」そのものが崩壊の危機にさらされる36。大
気中のCO2濃度を350ppm以下に削減できなか
った場合の影響は、「社会的、政治的、経済的な

混乱につながり、その混乱の中では法の支配は存
続できない37。」 

したがって、第1条第5項の適正手続条項は、
生命、自由、財産を剥奪から保護するものであり、
ハワイ州に対し、ハワイ州民の健康と生存、そして
法の支配そのものを支えることのできる生命維持

可能な気候システムを確保するための措置を講じ
ることを求めている。 

第1条第5項の「生命、自由（および財産）」
に対する適正手続上の権利に生命維持可能な気
候システムに対する権利が含まれるという結論は、
生命維持可能な気候システムが他のすべての憲法
上の保障の根底にあるという事実によって裏付けら
れている38。換言すれば、生命維持可能な気候シ
ステムに対する権利は、「すべての権利を保全する」
39ものであり、秩序ある自由において不可欠な要素
である。   

例えば、ハワイ州最高裁は「親は子供の養育お
よび保護、 管理 に関して基本的な権利 利益
（liberty interest）を有する」と認めており、ハワ
イ州憲法第1条第5項の適正手続条項によって子
供に対する親の親権を保護している40。人間の
生命を維持できる安定した気候システムが保証さ
れなければ、現在の子供たちや将来世代は「カラ
カラに乾いた大地41」しか残されていないとい状況に
陥ってしまう。従って、親が安全に家族を養育でき
る環境がなければ、自分の子供を「養育、保護、
管理」する権利は意味をなさなくなる42。安定した
気候システムは、特に「個人の安全の権利」43や
「身体の完全性の権利」44を含む、ハワイの憲法
上の権利の保障に不可欠である。   

 
結論 
 
気候変動の非常事態が人類が直面する最大の
環境の脅威であることを示す決定的な事実は、
将来世代の生命と幸福の拠り所となる気候に関
する権利（climate right）を保護するために
裁判所が行動できる時間が極めて限られている
ことである。連邦裁判所が気候正義を実現でき
なかったことは、州裁判所が、適正手続、平等保
護、および公共の信頼の原則を適用し、生命を維
持する環境への権利を認める義務を最優先とし

なければならないことを意味している。私たちの地
球の未来と将来世代の生存は、裁判官が勇気を
持って職務を遂行し、（気候）法の公正な適
用を実現することにかかっている。 

               
（仮訳 浅岡美恵） 
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